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「三豊市行政改革大綱」、「行財政改革推進プラン」ができました！「三豊市行政改革大綱」、「行財政改革推進プラン」ができました！

　
現
在
、
わ
が
国
は
、
少
子
高
齢
化
に
よ
る
人
口
減

少
時
代
を
目
前
に
控
え
、
国
も
地
方
も
厳
し
い
財
政

状
況
の
中
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
国
の
三
位
一
体
改

革
の
推
進
な
ど
で
地
方
自
治
を
取
り
巻
く
環
境
は
大

き
な
変
革
の
時
代
を
迎
え
て
い
ま
す
。

　
三
豊
市
も
例
外
で
は
な
く
、
長
期
に
わ
た
る
景
気

低
迷
の
影
響
に
よ
る
交
付
税
や
税
収
の
減
少
を
受

け
、
極
め
て
厳
し
い
財
政
状
況
に
あ
り
ま
す
。
今

後
、
市
民
の
皆
さ
ん
へ
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
効
率
よ
く

提
供
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
合
併
の
効
果
を

最
大
限
に
生
か
し
、
三
豊
市
の
行
財
政
健
全
化
に
向

け
て
積
極
的
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
三
豊
市
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
地
方
分
権
時
代
に
ふ

さ
わ
し
い
行
財
政
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
、
行
政
機
能

の
向
上
と
効
率
化
を
図
っ
て
行
政
改
革
を
推
進
し
て

い
く
た
め
、
行
政
改
革
の
基
本
的
な
考
え
方
や
取
り

組
み
方
針
を
定
め
る
「
三
豊
市
行
政
改
革
大
綱
」
と

「
三
つ
の
指
針
」
、
お
よ
び
こ
れ
ら
に
基
づ
き
具
体

的
な
取
り
組
み
を
定
め
た
「
三
豊
市
行
財
政
改
革
推

進
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　
地
域
住
民
代
表
と
学
識
経
験
者
か
ら
な
る
行
政
改

革
推
進
委
員
会
と
、
市
役
所
内
に
設
置
し
た
行
政
改

革
推
進
本
部
に
お
い
て
、
６
月
以
降
議
論
を
重
ね
、

議
会
特
別
委
員
会
で
の
協
議
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
を
経
て
策
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
そ
の
あ
ら
ま
し
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

行
政
改
革
大
綱
の
概
要

　

財
政
の
健
全
化

　
「
最
小
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
あ
げ

る
」
と
い
う
視
点
で
、
コ
ス
ト
意
識
に
基

づ
い
て
、
さ
ら
な
る
事
務
事
業
の
見
直

し
、
財
政
の
健
全
化
に
向
け
た
取
り
組
み

を
推
進
し
ま
す
。

　
①
事
務
事
業
の
見
直
し

　
②
公
共
工
事
の
コ
ス
ト
縮
減

　
③
補
助
金
等
の
整
理
合
理
化
・
優
遇
措

　
　
置
の
見
直
し

　
④
経
常
的
経
費
の
削
減

　
⑤
施
策
の
重
点
化
　

　

総
人
件
費
の
削
減

　
少
な
い
人
員
で
行
政
運
営
を
行
う
こ
と

こ
そ
が
真
の
改
革
で
あ
り
、
職
員
数
縮
小

は
避
け
て
通
れ
な
い
課
題
で
す
。
こ
れ
か

ら
の
職
員
数
や
給
与
制
度
は
ど
う
あ
る
べ

き
か
を
徹
底
的
に
見
直
し
ま
す
。

　
①
職
員
定
数
管
理
の
適
正
化

　
②
給
与
管
理
の
適
正
化

　
③
人
事
管
理
の
適
正
化

　

ス
リ
ム
な
行
政
運
営
体
制

　
効
率
的
で
弾
力
性
に
富
ん
だ
行
政
運
営

体
制
を
作
り
ま
す
。

　
①
組
織
・
機
構
の
見
直
し

　
②
公
共
施
設
等
適
正
配
置
の
検
証

　
③
事
務
処
理
の
効
率
化

　

協
働
シ
ス
テ
ム
の
構
築

　
ま
ち
づ
く
り
は
市
民
、
民
間
団
体
、
行

政
機
関
が
相
互
に
理
解
・
協
力
を
し
な
が

ら
推
進
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
適
正
な

役
割
分
担
、
機
能
分
担
、
費
用
分
担
を
明

確
に
し
た
う
え
で
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
協
力

し
て
い
く
協
働
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
ま
す
。

　
①
市
民
と
行
政
が
協
働

　
②
パ
ー
ト
ナ
ー
協
定

　
③
地
域
内
分
権
の
推
進

　

情
報
公
開
等
の
推
進

　
市
政
へ
の
市
民
参
画
、
ひ
い
て
は
協
働

の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
に
、
情
報

公
開
条
例
の
活
用
や
、
市
民
参
画
手
法
の

確
立
を
図
り
ま
す
。

　
①
積
極
的
な
情
報
提
供

　
②
行
政
手
続
条
例
の
適
切
な
運
用

　
③
各
種
委
員
会
等
の
公
開

　

職
員
の
意
識
改
革

　
職
員
一
人
ひ
と
り
が
前
例
や
固
定
観
念

に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
住
民
ニ
ー
ズ

に
的
確
に
対
応
で
き
る
企
画
力
、
政
策
立

案
能
力
等
を
高
め
て
い
き
ま
す
。

　
①
人
材
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム

　
②
職
場
の
活
性
化

　
③
多
彩
な
人
材
の
確
保

　

議
会
改
革
の
推
進

　
地
方
分
権
の
推
進
・
確
立
に
並
行
し
、

地
方
の
自
己
決
定
・
自
己
責
任
が
問
わ
れ

る
中
、
住
民
を
代
表
す
る
議
会
の
果
た
す

べ
き
役
割
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
お

り
、
議
会
機
能
の
充
実
、
活
性
化
を
図
り

ま
す
。
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三
つ
の
指
針
の
概
要

平
成
２７
年
度（
１０
年
後
）に
は
、
財
政

規
模
を
２
３
０
億
円
と
し
ま
す　

　
　

（
平
成
１８
年
度
２
８
４
億
円
）

地
方
債
残
高
を
８５
億
円
減
額
し
ま
す

補
助
金
・
交
付
金
の
削
減
目
標

　

平
成
１８
年
度
予
算
対
比
３０
％
減

負
担
金
の
縮
小
目
標

　

平
成
１８
年
度
予
算
規
模
の
９０
％

優
遇
措
置
の
見
直
し
成
果

　

見
直
し
達
成
度
…
２
年
間
で
全
事

 
 
 
 
 
 
 
 

案
の
見
直
し

削
減
予
定（
目
標
）者
数

　

１
９
６
名

　

（
５
年
間
の
削
減
率
２０
％
）

総
人
件
費
の
削
減
指
標

　

①
職
員
数
で
２０
％
。

　

②
給
与
な
ど
支
給
額
で
８
％
。

　

③
能
力
向
上
を
図
り
、
職
務
執
行

　
　

能
力
を
１０
％
高
め
ま
す

人
事
考
課
制
度
の
導
入

　

職
員
の
能
力
・
実
績
を
厳
格
に
評

　

価
し
、
能
力
開
発
を
図
り
ま
す

総
人
件
費
を
現
行
の
７０
％
水
準
と

し
ま
す

一
、
中
期
財
政
計
画

財
政
改
革
の
視
点
…

①
平
成
１９
年
度
か
ら
２１
年
度
ま
で
の
３
年

　
間
を
「
集
中
対
策
期
間
」
と
し
て
、
歳

　
入
・
歳
出
全
般
に
わ
た
り
、
抜
本
的
な

　
改
革
を
行
い
ま
す
。

②
「
こ
れ
ま
で
」
を
絶
ち
「
こ
れ
か
ら
」

　
を
大
切
に
し
た
市
民
と
市
役
所
の
関
係

　
を
築
き
、
最
大
限
に
合
併
効
果
追
求
に

　
取
り
組
み
ま
す
。

③
市
政
の
持
続
的
な
発
展
に
対
応
で
き
る

　
弾
力
性
の
あ
る
財
政
構
造
へ
転
換
さ
せ

　
ま
す
。

④
歳
入
確
保
の
た
め
、
短
期
的
あ
る
い
は

　
中
長
期
的
に
講
ず
る
施
策
に
取
り
組
み

　
ま
す
。

⑤
市
債
の
増
嵩
を
抑
制
し
、
プ
ラ
イ
マ
リ

　
ー
バ
ラ
ン
ス
均
衡
の
実
現
を
図
り
ま
す
。

⑥
必
要
投
資
的
経
費
の
確
保
を
図
り
ま
す
。

目
標（
項
目
ご
と
の
健
全
化
へ
の
寄
与
割
合
）
…

・
職
員
給
の
削
減
・
・
・
・
・
・
４０
％

・
経
常
的
経
費
の
削
減
・
・
・
・
３５
％

・
補
助
金
等
の
整
理
合
理
化
と
優
遇
措
置

　
の
見
直
し
・
・
・
・
・
・
・
・
１５
％

二
、
補
助
金
等
の
整
理
合
理
化
・
優

　
　

遇
措
置
の
見
直
し
に
関
す
る

　
　

指
針

基
本
的
な
考
え
方
の
ポ
イ
ン
ト
…

①
長
期
に
わ
た
り
補
助
・
支
援
を
継
続
し

　
て
い
る
も
の
は
、
優
先
し
て
見
直
し
ま

　
す
。

②
団
体
の
運
営
は
、
自
主
的
・
自
立
的
運

　
営
を
目
指
す
た
め
、
設
立
当
初
か
ら
の

　
期
限
を
限
定
し
ま
す
。

③
補
助
目
的
が
達
成
し
た
と
思
わ
れ
る
事

　
業
へ
の
補
助
は
、
廃
止
し
ま
す
。

④
類
似
な
補
助
は
整
理
・
統
合
し
ま
す
。

⑤
行
政
上
の
補
助
効
果
が
少
な
い
小
額
な

　
補
助
金
は
、
廃
止
の
方
向
で
見
直
し
ま
す
。

⑥
個
人
に
対
す
る
補
助
金
は
、
廃
止
の
方

　
向
で
見
直
し
ま
す
。

⑦
「
規
程
」
等
が
存
在
せ
ず
、
目
的
・
趣

　
旨
が
不
明
確
な
も
の
は
、
廃
止
の
方
向

　
で
見
直
し
ま
す
。

⑧
事
業
実
績
報
告
の
欠
落
な
ど
、
補
助
・

　
支
援
の
手
順
に
不
備
が
見
ら
れ
、
そ
の

　
こ
と
が
常
態
化
し
て
い
る
も
の
は
、
廃

　
止
の
方
向
で
見
直
し
ま
す
。

三
、
総
人
件
費
削
減
に
関
す
る
方
針

　具
体
的
な
指
針
と
目
標
…

　

定
員
適
正
化
に
つ
い
て

　

①
組
織
・
機
構
の
見
直
し

　

②
施
設
の
統
廃
合

　

③
分
限
免
職（
降
格
）の
適
用

　

給
与
制
度
の
見
直
し

　

①
新
６
級
制
給
料
表
の
運
用

　

②
管
理
職
手
当
の
定
額
化

　

③
勤
勉
手
当
の
成
績
区
分

　

職
員
の
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー

　

①
人
材
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム

　

②
職
場
の
活
性
化

　

③
目
標
管
理
制
度

　
　
　
　
　
　
　

　
行
財
政
改
革
推
進
プ
ラ
ン
は
、
１
３
７

の
実
施
項
目
す
べ
て
に
つ
い
て
、
で
き
る

だ
け
市
民
の
皆
さ
ん
に
分
か
り
や
す
い
よ

う
に
、
目
標
年
度
や
効
果
な
ど
を
数
値
化

す
る
こ
と
に
努
め
ま
し
た
。

　
行
財
政
改
革
推
進
プ
ラ
ン
の
実
施
に
つ

い
て
は
、
市
長
を
本
部
長
と
す
る
行
政
改

革
推
進
本
部
が
中
心
と
な
っ
て
進
行
管
理

を
す
る
と
と
も
に
、
状
況
変
化
に
対
応
し

た
計
画
の
見
直
し
、
ま
た
行
政
改
革
推
進

委
員
会
へ
成
果
・
進
ち
ょ
く
状
況
な
ど
を

報
告
し
、
必
要
に
応
じ
て
助
言
を
求
め
ま

す
。

（１）（２）（３）

行
財
政
改
革
推
進
プ
ラ
ン
の

　
　
　
　
実
施
と
進
行
管
理

平
成
２２
年
度
ま
で
に

　
　
　

１
３
７
項
目
の
改
革
を
実
施→



三
豊
市
行
政
改
革
大
綱
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
・
中
期
財
政
計
画

　
・
補
助
金
等
の
整
理
合
理
化
・
優
遇
措

　
　
置
の
見
直
し
に
関
す
る
指
針

　
・
総
人
件
費
削
減
に
関
す
る
方
針
　
　

三
豊
市
行
財
政
改
革
推
進
プ
ラ
ン

取
組
経
緯

会
議
情
報

・
会
議
録
（
会
議
の
概
要
）

・
行
政
改
革
推
進
委
員
会
答
申

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
結
果

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
三
豊
市
ホ
ー
ム
ペ

　
ー
ジ
、
ま
た
は
各
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス

　
課
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

　
行
政
改
革
推
進
室

　

☎
６２
・
１
１
５
５

関
係
資
料

会
議
資
料
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会議開催状況 （平成１９年３月現在）

区分 年月日 主な協議事項等

■三豊市行政改革推進本部会 ■三豊市行政改革推進委員会

区分 年月日

・委嘱状の交付

・会議運営規則について

・会議傍聴規則について

・行政改革大綱及び行財政改革推進

　プラン策定スケジュールについて

・行政改革大綱（原案）について

・行政改革大綱、行財政改革推進プラン策定
　スケジュールについて
・行政改革推進体制について
・行政改革大綱（素案）スキームについて
・行財政改革推進プラン実施項目について
・行革の種について

・行政改革大綱（原案）について

・中期財政計画（素案）について
・行政改革大綱(素案）について

・行財政改革推進プラン調書作成について

・第1回行政改革推進委員会について

・行政改革大綱の付属文書について

・行政改革大綱の付属文書について

・行政改革大綱の付属文書について

・行財政改革推進プラン策定の進め方について

・第9回行政改革推進委員会について
・行財政改革推進プラン（素案調書）について
・行財政改革調査特別委員会について

・第10回行政改革推進委員会について
・行財政改革推進プラン（素案調書）について
・電気代の節約行動について

・第12回行政改革推進委員会について
・行財政改革調査特別委員会について
・「みの観光館」施設運営者再募集について

・パブリックコメントの実施結果について
・行財政改革推進プランの進行管理について
・補助金等の見直しについて
・第13回行政改革推進委員会について

・今後の行政改革推進委員会の進め方について
・行財政改革調査特別委員会について
・「みの観光館」施設運営者募集結果について
・「電気代の節約行動」の取りまとめ状況について

・第8回行政改革推進委員会について

・行財政改革推進プラン（素案調書）について

・第7回行政改革推進委員会報告について
・行財政改革推進プラン（物件費・補助費）の取
　りまとめについて

・行政改革大綱の付属文書について

・行財政改革推進プラン策定の進め方について

・行政改革大綱（素案）について

・行政改革推進委員会公募委員の選考について

・補助金等の整理合理化･優遇措置の

　見直しに関する指針（素案）について

・行財政改革推進プラン（素案調書）に

　ついて

・行財政改革推進プラン（素案調書）に

　ついて

・行財政改革推進プラン（素案調書）に

　ついて

・「三豊市の行政改革」について答申

・行財政改革推進プラン（素案調書）に

　ついて

・パブリックコメントの実施について

・パブリックコメントの実施結果について

・行財政改革推進プランの進行管理について

・補助金等の見直しについて

・行財政改革推進プラン（素案調書）について

・行政改革を推進するにあたっての委員提言について

・行政改革推進委員会答申について

・中期財政計画（素案）について
・総人件費削減に関する方針（素案）について
・補助金等の整理合理化･優遇措置の見
　直しに関する指針（素案）について

・中期財政計画（素案）について

・総人件費削減に関する方針（素案）に

　ついて

・中期財政計画（素案）について

・総人件費削減に関する方針（素案）について

・補助金等の整理合理化･優遇措置の見直し

　に関する指針（素案）について

・行政改革大綱（原案）について

・中期財政計画（素案）について

・総人件費削減に関する方針（素案）について

出席
委員主な審議事項等

第
１
回

第
２
回

第
３
回

第
４
回

第
５
回

第
６
回

第
７
回

第
８
回

第
９
回

第
１０
回

第
１１
回

第
１２
回

－

第
１３
回

第
１
回

第
２
回

第
３
回

第
４
回

第
５
回

第
６
回

第
７
回

第
８
回

第
９
回

第
１０
回

第
１１
回

第
１２
回

第
１３
回

第
１４
回

第
１５
回

第
１６
回

→

三
豊
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス


